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当社株式の上場廃止のお知らせ 
 
当社株式は、平成 21 年 5月 31日付けで大阪証券取引所において上場廃止の決定がなされ、平成 21 年

6月 1日から平成 21 年 6月 30日までの期間に整理銘柄に指定され、平成 21 年 7月 1日付けをもって上
場廃止となります。これに伴いまして、平成 21 年 6月 30日の取引をもって同取引所における当社株式
の取引が終了いたします。 
株主の皆様はじめ関係各位におかれましては、多大なご迷惑とご心配をお掛けし、心よりお詫び申しあ

げます。 
当社と致しましては、上場廃止が決定したことを厳粛に受け止め、今後は、当社を含めグループに残る

各社の企業存続を第一として、当社の上場コストを含む大幅なコスト削減を実施し、各事業会社における

不採算事業の撤退・売却を視野に入れた事業改善を図り、グループ全体の収益力強化によって債務超過の

解消を目指して参ります。今後ともご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い申しあげます。  
なお、諸般の事情により、当社株主名簿管理人であります三菱 UFJ 信託銀行株式会社との株式事務代
行委託契約に関し、平成 21 年 7月 31 日付にて解除する運びとなりました。 
従いまして、平成 21 年 8月１日以降の株主名簿管理に関しましては、当社にて行うこととなりました
のでお知らせいたします。  
つきましては、今後の株式に関する事務手続きを以下のように行いたく、ご確認くださいますようお願

いいたします。  
（１）平成 21 年 7月３１日まで 
① 未払い配当金支払事務のお手続き 

平成 21 年 7月 31 日までに三菱UFJ信託銀行株式会社にて受付した請求書については、 三
菱UFJ信託銀行株式会社にて支払い事務手続きを行います。  

② 上記以外の事務のお手続き  
（名義書換、住所・氏名変更等の諸届等）  

三菱UFJ信託銀行株式会社で処理を行います。ただし、上場廃止（平成 21年 7月 1日）時点
の株主名簿を確定するまでの期間（平成 21年 7月下旬予定）は受付のみとなり、株主名簿の
確定後に処理を行います。 

（２）平成 21 年 8月１日以降 
三菱UFJ信託銀行株式会社では、請求書等の受領・処理は行いません。 
各種事務のお手続きに関する書類は、当社宛にご提出・お問い合わせ下さい。 

 
なお、8 月１日以降の当社株式の取扱および各種お手続きの方法につきましては、7 月下旬に別途、当
社ホームページ上（http://www.jo-group.co.jp）にて、ご案内申しあげる予定でございます。ご参照頂きま
すようお願い申しあげます。  
また、ご質問等のお問い合わせについては、info-johd@jo-group.co.jpへご連絡ください。 
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